


障害者虐待防止法では、「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義
している。
障害者基本法の同号では、障害者のことを「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む）その他の心身の機能の障害である者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常
生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義している。
障がい者手帳を取得していない場合も含まれることに留意が必要である。

障害者虐待防止法において、障害者虐待は以下の3つに分けて定義されている。
1 養護者による障害者虐待
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3 使用者による障害者虐待

詳細については、後のスライドで触れる。



「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のも
の」と定義されており、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている家族、親族、同居人等
が該当すると考えられる。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養
護者に該当する場合がある。
なお、18歳未満の障害児に対する養護者による虐待は、通報や通報に対する虐待対応については、
「児童虐待防止法」が適用される。



障害者福祉施設従事者とは、「障害者総合支援法等に規定する『障害者福祉施設』又は『障害福祉
サービス事業等』に係る業務に従事する者」と定義されている。

対象となる施設については一部例として列挙している。
しかし、これら以外の施設等であっても、障がい者に対する虐待が発生する可能性は考えられるこ
とから、疑わしき事例があれば、適宜相談をいただきたい。



使用者とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する
事項について事業主のために行為をする者」と定義されている。

なお、使用者による障害者虐待については、年齢にかかわらず（18歳未満や65歳以上であっても）
「障害者虐待防止法」が適用される。





「身体的虐待」とは、「障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又
は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」を指す。

具体例としては、
①暴力行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
②本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
③本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替があるにもかかわらず障が
い者を乱暴に取り扱う行為
④正当な理由のない身体拘束
スライドに記載したものは一部例示である。



「性的虐待」とは、「障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさ
せること」 （被虐待者の性別は問わない）を指す。

あらゆる形態の性的な行為又はその強要が性的虐待に該当する。
スライドに記載したものは一部例示である。



「心理的虐待」とは、「障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言
動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」を指す。

具体例としては、
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
スライドに記載したものは一部例示である。



「放棄・放置」とは、「障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によ
る身体的虐待、性的虐待、心理的虐待に掲げる行為と同様の行為を放置その他の障がい者を養
護（すべき職務上の義務）を著しく怠ること」とされており、スライドに記載する「食事や排泄、入浴、
洗濯等身辺等の必要とされる支援や介助を怠り、障がい者の生活環境・身体や精神的状態を悪化
させること」を指す。

具体例としては、上記に加え、
①障がい者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為
②必要な用具の使用を限定し、障がい者の要望や行動を制限させる行為
③障がい者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為の放置
スライドに記載したものは一部例示である。



「経済的虐待」とは、「障がい者の財産を不当に処分することその他障がい者から不当に財産上の
利益を得ること」を指す。

具体例としては、
①本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
スライドに記載したものは一部例示である。



これまで説明してきた障がい者虐待に該当する行為は、刑事罰に該当する場合がある。

該当する可能性のある罪状はスライドのとおり。

なお、性的虐待に記載する「強制性交等罪」を含む性犯罪については、被害のあったご本人にとっ
て、告訴することが精神的負担になる場合があることを踏まえ、その負担を軽減するために、「非親
告罪」（告訴がなくても起訴できる犯罪）とされている。



障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待とされてい
る。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設
等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等は行っ
てはならないとされている。

安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束を行わないように、実施を検討するに当たっては、そ
の必要性を慎重に判断するとともに、その範囲を最小限にしなければならない。また、判断に当たっ
ては適切な手続きを踏むとともに、身体拘束の解消に向けての道筋を明確にし、職員全体で取り
組むことが求められる。



やむを得ず身体拘束を行う場合には、スライドに記載する3要件をすべて満たす必要がある。
要件を満たしているからと言って安易に身体拘束を行うのではなく、その判断は組織的にかつ慎
重に行う必要がある。



やむを得ず身体拘束を行う場合には、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する
必要がある。
この場合、管理者、サービス管理責任者、運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に関す
る責任者等、支援方針について権限を持つ職員が出席していることが重要である。

身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を
記載する。
これは合議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた
取組方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものである。



本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、適宜利用者本人や家族に十分な説明をし、了解を得ることが必要で
ある。

必要な事項の記録
身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由等必要な事項を記録する。



令和3年度報酬改定において、身体拘束等の適正化の推進について示された。

要点は以下のとおり
・運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加
・訪問系サービスについても、運営基準に「身体拘束の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束
廃止未実施減算」を創設





〇実施について
・運営基準に追加された②から④の規定は、令和3年4月から努力義務化となり、令和4年4月から
義務化される。
・訪問系サービスにおいて追加した①については、すでに令和3年4月から義務化されている。

〇減算の取扱い
・運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬が減算される。身体拘束廃止未実施減
算5単位/日。
減算が適用されるのは、②から④について、令和5年4月から減算の対象となる。なお、訪問系サー
ビスにおいては、①から④のすべてについて令和5年4月から減算の対象となる。



身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いため、
虐待防止委員会と一体的に設置・運営しても差し支えない。

※いずれの委員会も法人単位での設置も可能であり、開催頻度は少なくとも1年に1回とされ
ている。



厚生労働省の通知において、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上定期的に開催し、
職員を新規採用したときに必ずその研修を実施することが重要とされている。
虐待防止に関する研修において、身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等
の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。



令和4年4月からの「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的な開催」「身体
拘束等の適正化のための研修の定期的な開催」に関して、その頻度については、解釈通知におい
て、「少なくとも1年に1回」と示されているが、年に1回についての考え方はQ&Aにおいて、スライド
のとおり示されていることから、確認いただきたい。



座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用については、以下の目的をもって利用をする
ことで、使用により体感が安定し、本人の意思に基づいて四肢が動かしやすくなることや日常生活
の向上等の効果があると言える。
①本人の意思に基づいて四肢が動きやすくなることや日常生活の向上等の効果がある
②障がい者の身体状況に合わせて変形や拘縮を防止する
③体幹を安定させることで活動性を高めること目的とする

ただし、①～③の目的があったとしても、ベルトやテーブルを使用した状態で漫然と長時間放置す
るような行為については、身体拘束に該当する場合がある。

そのため、個別支援計画に座位保持装置等を使用する場面や目的を明確に記載し、利用者並びに
家族の同意及び意見を確認する必要がある。また、長時間の同一姿勢による二次障害や褥瘡防止
の取り組みにも留意が必要である。



本市では、障がいのあるかたに対する虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がいのあるか
たの保護などを目的として、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律」に基づき青森市障がい者虐待防止センターを設置している。
同センターは障がいのあるかたに対する虐待に関する通報等（通報、相談、届出）に対して、
土日祝日にかかわらず、24時間体制で対応している。



通報等の受付件数は上の表のとおり。
養護者による虐待に関する通報等が最も多く、次いで障害者福祉施設従事者等による虐待と
なる。

通報等のうち、虐待と認められた件数は下の表のとおり。
令和2年度は、19件の通報等のうち、5件を虐待として認定した。



虐待と認定したもののうち、虐待の類型は上の表のとおり。
令和2年度は、身体的虐待が3件、経済的虐待が2件となっている。

虐待と認定したもののうち、障がいの種別は下の表のとおり。
重複障がいの方はそれぞれに計上しているため、虐待と認定した件数と一致しない。



障害者虐待防止法第15条において、障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を
行う者は、「障害者福祉施設従事者等の研修の実施」「苦情の処理の体制の整備」等により、
障がい者虐待の防止等のための措置を講ずるものとされている。



従業者への研修実施は、これまでも運営基準において努力義務とされていたが、令和3年度
の報酬改定時に、令和4年度から義務化されることが示された。
スライドに記載する内容は、研修内容の一例である。



虐待防止委員会の設置についても、令和3年度の報酬改定時に、令和4年度から義務化される
ことが示された。
虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策
の検討など。



虐待の防止等のための責任者の設置についても、これまでも運営基準において努力義務とさ
れていたが、令和3年度の報酬改定時に、令和4年度から義務化されることが示された。







障害者虐待防止法において、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる
障害者を発見した者には、通報義務が課せられている。
また、守秘義務に関する法律の規定は、この通報義務を妨げるものと解釈してはならないと
も規定されている。

通報にあたり、不利益な取り扱いを懸念して通報が妨げられないよう、法律上に通報者保護
の規定も盛り込まれている。

虐待を発見した職員が通報を躊躇してしまうことがないよう、スライドに記載の内容につい
ては、職員への周知徹底に努め、虐待を正直に通報することが、虐待を受けた障がい者や家
族のみならず、虐待をした職員、虐待に気づいた職員、管理者・設置者など、すべての関係
する者を救うことにつながることを事業所内で共有いただきたい。








